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要旨（サマリー）１９６５年の「刷新都議会選挙」まで都議会内では主に自民党が多数を維

持したが、この選挙を分岐に多数党は登場しない政党システムに都議会は変容した。この

意味でこの選挙は、戦後の都議会の政党配置に重要な変化をもたらす契機となったのであ

る。その後、都議会では多党化の中で「合意の政治」が展開されるが、しかし、一方では

二元的代表制の「民意」の集約に「課題」を残す結果ともなった。そこで本稿は、選挙時

とは異なる「民意」の可能性が議会内でなぜ昂じることになったのか、この点に興味深い

説明を試みる。

はじめに

１９６３年４月の知事選挙では、自民党の押す現職東候補の再選とともに、知事選挙に関連
した「ニセ証紙疑惑」で多くの都庁関係者が取り調べを受け、この問題は元副知事の逮捕
という一大事件にまで発展した。それにも拘わらず、自民党は、この選挙と同時の都議会
選挙で勝利し、前回の５９年選挙を上回る議席を獲得して多数を制した（１）。このため、自
民党は、知事と議会の二つの権力を掌握して都政における政治的基盤を確固たるものにし
たのである。しかるに、この選挙の２年後に行われた都議会選挙では、自民党優位の状況
も一変する。６５年、都議会は解散し、再選挙を実施するという地方政治史上まれに見る事
態に陥ったのである。
東京オリンピックの翌年の６５年３月、都議会議長の交替に伴う議長選挙において贈収賄
が明るみに出て、選出された議長はもとより、議長を選んだ自民党議員も１７人が逮捕され
た。この結果、住民による都議会の解散を求める世論は、国会における特別法の成立とい
う異例の事態にまで発展し、都議会は６５年６月１４日、自主解散するに至る。解散後の７月
２３日の都議会選挙では、社会党が４５人もの当選を得たのとは対照的に、自民党は一挙に３１
議席を失って第２党に転落した。さらにこの選挙では、公明党、民社党も進出して、都議
会は、自民、社会、公明、共産、民社の多党化の時代を迎えることになった。
興味深いことに、この都議会選挙以降、都議会では、自民党はもとより、多数を獲得す
る政党は登場しない状況になった。この意味で６５年のいわゆる「刷新都議会選挙」は、戦
後の都議会の政党配置に重要な変化をもたらす契機となったのである。
「刷新都議会選挙」以降、確かに、都議会では多党制による「合意の政治」が展開され
たが、しかし、一方では、二元的な「民意」の集約に「課題」を残す結果ともなった。選
挙時とは異なる「民意」の可能性が議会内で昂じる可能性が増したのである。
ところで、都議会に関する従来の研究では、一部の選挙分析（２）はあっても以上の点に
ついての指摘は十分ではなかったように考えられる。選挙分析から示唆される都議会選挙
の、他の自治体選挙とは異なる先進性や特殊性といった特質の提出が中心であったため、
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図１ 政府形態と政党システム

他の選挙との違いの強調に重点が置かれていた。こうした議論は都政の「例外性」の一部
を説明する議論であり、都政の「特殊性」を説明する従来の域を脱しないものであった。
そこで、本稿は、「刷新都議会選挙」以降の都議会に焦点を当て、都議会の状況が政党政
治にどのような課題を投げかけたのか、従来とは異なる点からこの点への議論を試みる。

１．二元的代表制における「民意」

議院内閣制では、有権者の意思を代表するのは唯一議会で、統治権も単一になるが、大
統領制での有権者の意思は、議会と大統領の双方に集約されるため、統治権も二分される。
このため議会の多数派が内閣を形成して統治を担う前者では、有権者の多数派の意思が統
治に反映されるのに対し（３）、 後者では大統領という行政権に集約される有権者の意思と、
議会に反映されるそれとの間に乖離が生じる可能性があるため、その乖離の有無によって
分割政府と統一政府に分けることができる。
こうした統治形態は政党システムとも関わってくる。日本の首長選挙では、二党制（一
党優位制を含む）の場合、無党派候補の勝利もあるが、多くはいずれかの政党の候補が勝
利する可能性が高く、この点は多党制の場合であっても同様である。何れの場合でも、首
長選挙後、勝利した候補を支持した政党は、議会内で首長を支える勢力となり、国政の場
合のような「与野党関係」に擬似した政治状況をつくる（４）。このため、首長を支持する
議会内勢力が多数派か少数派かという規模と、二党制か多党制かという議会レヴェルでの
政党システムとの関係で、地方自治体においても「統一政府―二党制」「統一政府―多党
制」「分割政府―二党制」「分割政府―多党制」に整理が可能である。
政党システムが二党制で、特定勢力の擁した候補が首長になり、その勢力が多数派とし
て首長を支えれば、それが「統一政府―二党制」であり、また政党システムが多党制で、
特定勢力の擁した候補が首長になり、その勢力が多数派として首長を支えれば、それが「統
一政府―多党制」となる。一方政党システムが二党制で、特定勢力の擁した候補が首長に
なっても、その勢力が少数派であれば、それは「分割政府―二党制」となり、そして政党
システムが多党制で、特定勢力の擁した候補が首長になっても、その勢力が少数派であれ
ば、それが「分割政府―多党制」と一応まとめられる（図１）。

先ず二党制下の場合では、「統一政府―二党制」と「分割政府―二党制」があるが、第
一段階の選挙では、首長選挙の場合、小選挙区制において相対多数を得た候補が有権者の
意思の反映として首長に就く。一方、議会選挙の場合、選挙制度によって一様ではない
が（５）、その意思の表出は選挙から議会へ連動する。第二段階の議会内での首長と議会の
相互関係では、統一政府においては首長の党派と議会の多数派のそれとが同一であるため、
両者の関係は必ずしも悪化はせず、その意思は執行機関の意思となって実現される可能性
が高い。一方、分割政府では、首長に反映された有権者の意思と、議会の多数派に反映さ
れたそれとは異なるため、行き詰まりも想像される（６）。しかし、首長と議会の多数派に
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集約された有権者の意思が両者に分立されたとはいっても、両者による議会内での調整は、
有権者の意思の調整そのものに他ならず、直ちにそれが有権者の意思を反映していないも
のとはいい難い。正統に代表された両者の意思によって調整されるのである。こうした二
党制下での第一段階から第二段階に至る過程では、有権者の意思は連動し、選挙から議会
内の調整まで一貫することになる。
これに対し、多党制下における首長と議会の関係では、「統一政府―多党制」と「分割
政府―多党制」が適応する。多党制ではいずれの政党も議会内で過半数を占めることがで
きないため、政策形成に際し、複数政党の組み合わせによる連合が想定されると、首長と
政党間の交渉が重要になる。統一政府の多党制下では、第一段階では選挙から首長、ある
いは議会へと有権者の意思は反映される。しかし問題は、第二段階の議会で生じる可能性
が高い。政権の発足時こそ、首長選挙で勝利した政党同士がほぼ首長派を構成して、首長
に代表される有権者の意思に沿ったとしても、政権発足後の政治過程では、様々な理由か
ら首長派の一角が政策形成のための議会内での調整に関し、他政党との差異を強調して異
議を主張するという可能性が生じるためである。政策形成をめぐる執行機関と政党間の交
渉において、権力の獲得によって支持集団への利益調達を実現させようとする政党にとっ
ては、首長派に留まる以上に、自らの支持集団への利益を優先させる位置に移動する方が、
自らの支持基盤の強化にとっては重要になるのである（７）。この結果、特定政党が自らの
利益の実現を主張して多数派からの離脱を仄めかせば、首長はそうした主張にも配慮しな
ければならないし、また、首長が再選を望む場合、当該政党が首長選挙で首長を支持した
政党であればなおさら、首長はそうした政党への厚い配慮を回避できないことにもなる。
また、分割政府の多党制下の場合、第一段階の選挙では統一政府の多党制と同様に有権
者の意思は首長と各々の政党に代表されても第二段階の議会では、そもそも首長派が少数
のため執行機関が議会内で過半数の合意を取りつけようとして首長派以上に非首長派の主
張に配慮しなければならなくなるということも生じる。
こうした事態は、政策形成の調整というより、むしろ自らの利益を追求する立場の優先
であり、このような状況の恒常化は政権の危機にまで発展する可能性があり、black mail
politico（８）ともいえるであろう。つまり、二元的代表制は、議会制とは異なり、与党が政
権を選出しないため議会に首長を支える責任は基本的には生じず、政権を支える意識は政
党に希薄となるということである。こうした多党制下の政治状況は、どのような要因から
創出されるのか、それを次に都政の場合で見てみよう。

２．都議会の政党システムと知事の選挙連合

１９４３年６月１日、「都制」が制定され、９月１３日、旧憲法下で都議会選挙が定数１２０人で
行われた。戦後、４７年４月１７日、新憲法の成立によって地方自治法が公布されると、４月
３０日、第一回の都議会議員選挙が定数１２０人で実施された。この選挙では知事選挙も同時
に行われ、自由、進歩の両党が安井誠一郎を立てて社共候補に勝利し、都議会議員選挙で
は、第一党の自由党に次いで、社会、民主党と続き、安井都政は自由、民主両党による支
持で戦後の都政を始動させていく。
表１は４７年以降の都議会選挙における政党別の当選状況を表わす。４７年、第一回選挙が
行われて以降、６３年の第５回選挙まで、都議会選挙は統一地方選挙で実施され、６５年の第
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６回選挙から統一地方選挙を離れ、その２年後に行われることになった（１０）。この表によ
れば、第一に、多数党の存在期間が極めて少なく、第二に、政党の数えかたの問題はある
が、選挙レベルにおける政党数は、戦後、３党から７党まで、ほぼ一貫して多党化状態に
あることが分かる（１１）。この点は表２の都議会選挙レベルにおける政党システムの断片化
状況からも把握できる。
６５年まで、都議会の有効政党数は国のそれにほぼ沿って推移するが、６５年以降では国に
比べてやや高くなっている。有効政党数は、政党の規模が均等のときには実数に近似して
現れるため、政党の規模に乖離があると、現実の政党数より過少になって、多数党が不在

選挙 定数 過半数 自由 民主 社会 左社 右社 共産 自民 公明 民社 自ク 進歩 ネッ 日新 民主 他 無属

４７年 １２０ ６１ ４４ ２４ ３８ １ ４ ９

５１年 １２０ ６１ ６５ １２ １９ ２ ２２

５５年 １２０ ６１ １７ ５５ １９ １３ ２ １４

５９年 １２０ ６１ ４２ ２ ７３ ３

６３年 １２０ ６１ ３２ ２ ６９ １７

６５年 １２０ ６１ ４５ ９ ３８ ２３ ４ １

６９年 １２６ ６４ ２４ １８ ５４ ２５ ４ １

７３年 １２５ ６４ ２０ ２４ ５１ ２６ ２ ２

７７年 １２６ ６４ １８ １１ ５６ ２５ ３ １０ ３

８１年 １２７ ６４ １５ １６ ５２ ２７ ５ ８ ４

８５年 １２７ ６４ １１ １９ ５６ ２９ ２ ６ ４

８９年 １２８ ６５ ２９ １４ ４３ ２６ ３ １ ２ １０

９３年 １２８ ６５ １４ １３ ４４ ２５ ２ ３ ２０ ７

９７年 １２７ ６４ １ ２６ ５４ ２４ ２ １２ ８

０１年 １２７ ６４ １５ ５３ ２３ ６ ２２ １ ７

表１ 都議選における政党別当選者数の推移（９）

都議選 衆院選 都議選 衆院選 都議選 衆院選

４６年 ５．８ ６３年 ２．４ ２．２ ８３年 ３．２

４７年 ３．６ ３．９ ６５年 ３．５ ８５年 ３．６

４９年 ２．８ ６７年 ２．４ ８６年 ２．６

５１年 ３ ６９年 ３．６ ２．５ ８９年 ４．６

５２年 ３．１ ７２年 ２．７ ９０年 ２．７

５３年 ３．１ ７３年 ３．７ ９３年 ４．９ ４

５５年 ３．７ ３．７ ７６年 ３．２ ９６年 ２．９

５８年 ２ ７７年 ３．７ ９７年 ３．７

５９年 ２ ７９年 ３．３ ００年 ３．２

６０年 ２ ８１年 ４ ０１年 ４

表２ 都議選と衆院選における有効政党数の推移（１２）
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の６５年以降では、逆に多くなっている状況が窺えるが、都議会における多党化状況は、国
の場合以上にむしろ経年して増加傾向にある状況が窺える。
４７年の都議会選挙では自由、民主、社会の有力３党が登場し、この状態は五五年体制の
成立期まで継続した。五五年体制成立以降では、自民、社会の２党時代が続き、６３年都議
会選挙から、これに公明党（６３年選挙では公明政治連盟）が、６５年都議会選挙から民社党
も議席を得て有力５党による体制が都政においても整うことになる。さらに７７年選挙では
新自由クラブ（７７年は新自由都民会議）も参入して６党の体制となった。
また、８０年代中葉期から８９年にかけては国政の政党再編に連動して、政党の登場、退場
が頻繁に繰り返されることになる。８９年には新自由クラブの退場に交替して、わずか１議
席ではあったが、進歩党が進出し、９３年の都議会選挙では、進歩党の退場に替わって、日
本新党とネットワークが新たに登場して７党体制に移行している。確かに、９７年の選挙で
は、国政の政党再編に伴って民社党、日本新党が退場したため、民主党の登場があっても
やや収束のイメージがないわけではないが、概ね３党から６、７党の穏健な多党制の状況
で推移していることがわかる。このため知事選挙では、多党制の組み合わせが問題となら
ざるを得なかった。
表３は戦後の知事選挙における政党の選挙連合の状況を示す。知事選挙の対立軸は、５９
年選挙まで「保守」と「革新」の間にあり、有力二候補で競合するが、６０年代中葉に入り、
中道政党の登場で多党化すると、「保守」と「革新・中道」の間に移行し、二極の状態が
７５年知事選挙まで継続する。７９年知事選挙から８３年の知事選挙においては、中道政党は保

選挙 当選 支持政党 落選 支持政党

４７年 安井① 自由・進歩 社会・共産

５１年 安井② 自由・民主 社会・共産

５５年 安井③ 自由・民主 左・右社会

５９年 東① 自民 社会

６３年 東② 自民・公明 社・共・民

６７年 美濃部① 社会・共産 自民・民社 公明

７１年 美濃部② 社・共・公 自民

７５年 美濃部③ 社・共・公 自民

７９年 鈴木① 自・公・民 社会・共産 無

８３年 鈴木② 自・公・民・ク 社会・共産

８７年 鈴木③ 自・公・民 社会 共産

９１年 鈴木④ 無 自・公・民 共産 社会

９５年 青島 無 自・社・公 共産 無 無

９９年 石原① 無 自民・公明 民主 共産 無 無

０３年 石原② 無 無

表３ 知事選挙の推移（１３）
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守に加わり、「保守・中道」と「革新」の二極で対峙し、さらに８７知事選挙年から、革新
勢力が社会党と共産党とに分裂して、「保守・中道」に「社会」「共産」の二極が対抗する
構図で知事選挙の選挙連合は展開された。さらに、９３年以降の知事選挙では、既成政党に
距離をおく無所属の有力候補も登場して、政党間対立の軸は、政党と無所属候補との間に
成立するというように、政党中心で行われてきた知事選挙は様変わりする。
このように、単独で候補を擁立できない政党は、その組み合わせには差異が生じたもの
の、複数政党による選挙連合を成立させてきたのである。では、こうした選挙連合は、議
会内の政党間関係にどのような課題を残したのか、それを次に見てみよう。

３．議会レベルにおける投票連合

６５年の都議会選挙以降、多数党が存在しない状況に加え、政党数が増大して多党化した
点は既に指摘した。このような状況下、多数決の決定ルールに従って、執行機関の提示す
る政策の形成過程では、その決定をめぐって、執行機関の政策譲歩の極小化が図られて、
政策距離の近い会派同士の、たとえば自民党と民社党、公明党と社会党、社会党と共産党
といった投票連合が目指された。
６０年代中葉以降では社会・公明・共産党が同一の枠組みで、また８０以降では自民・公
明・民社党の枠組みで、さらに９０年以降では自民・社会・民社・公明党の枠組みで、執行
機関の提案に対し、都議会は多数派を形成してこれに対応したのである。しかし、９５年以
降では、固定した投票連合も動揺し、執行機関の政策の提出の都度、投票連合は変容した。
これらの枠組みは、基本的には、知事選挙における政党の支持状況を反映したが、必ず
しもこれに固定されたわけでもない。７３年３月から、公明党は美濃部都政の知事派になっ
たり、９１年の知事選挙では対立したものの、選挙後に社会党が鈴木都政４期目で知事派と
して行動すると、後にこれに加わり、さらに石原都政においては自民党も、９９年９月には
知事派宣言を行ったという状況である。
こうした事例は、知事による政党からの同意の調達の困難性を物語る証左であるが、こ
の点はサルトーリも主張する。彼は、大統領は強力な権力を帯びても、法案を議会で通過
させるときには困難さが伴うと指摘している（１４）。この困難さは、大統領と議会とが異な
る党派の場合の分割政府ではなおさらであるという（１５）。
仮に、脱政党化（de-partyized）した大統領の場合では、選挙後の議会での投票連合か
ら出発しなければならず、それに失敗すると、個々の法案の発議の都度、投票連合の再編
成を模索しなければならない。議院内閣制における首相が議会の多数派を到達点にするの
とは対照的に、大統領制の大統領は、議会の大統領派が多数であっても、それはむしろ出
発点でしかなく、彼は多数派の有無とは無関係に統治行為に対面しなければならないので
ある。このため大統領は、自らの法案に反対する勢力を消去し、時には説得し、場合によっ
てはマス・メディアを動員して世論の調達にも臨まなければならないのである（１６）。ニュー
スタッドは、このような大統領の努力を、米国の大統領が影響力を行使するため連邦議会
議員や大統領を支持する集団を「説得（pursuation）」する行為と表現している（１７）。
このように、議会に対する執行機関の掌握は容易ではない。米国のような二党制の場合
ですらこのような状態ゆえに、都政のような多党化した二元的代表制では、一層困難にな
ることが予想される。ゆえに、メインウォーリング（Scott Mainwaring）は大統領制と
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多党制との組み合わせは民主主義の達成には不利であると指摘している（１８）。世界中を見
渡しても、定期的に競合的選挙が行われ、民主主義が２５年存続した大統領制国家はわずか
に５ヵ国しか存在しなかったのである。彼の分析によると、アメリカ、コロンビア、コス
タリカ、ベネズエラ、チリの有効政党数は、アメリカが１．９、コロンビアが２．０９、コスタ
リカが２．４５、そしてベネズエラが２．６３となって、ほぼ二党制に近い形態であったが、多党
制の国で、民主主義の継続したのはわずかにチリ（有効政党数は４．９）一国のみでしかな
かったという。そうであるなら、多党化した都政の場合、安定的な知事派が形成されるに
は、知事派を構成する政党の規律や、政党間の相互関係が重要になるということである。
政党の規律や政党間の関係が安定的であれば、知事の困難さも軽減される可能性があるか
らである。
知事提案をめぐる政策形成過程の政党間交渉では、政党間の利害が錯綜する。特定政党
にとって不利な政策は忌避され、また政党には利益があっても、議員個人が不利益をこう
むる場合には政党線を越えて投票連合も行なわれる。政策形成の調整に参加するアクター
の数が多ければ多いほど、その利害調整は複雑なものとなるのである。
都政では見てきたように、６５年都議選以降、最大会派の自民党を機軸に、社会・共産両
党を一方の軸に統治が行われたが、その場合、両者とも多数でなかったため、中間に位置
した中道政党の公明党は、左右いずれの軸との連合も可能にした。この状況によって、同
党は議席規模以上の影響力を発揮できたようである。

４．選挙制度と選挙の時期

さて、こうした政治は何故起きるのであろうか。この点で、「相対多数決制は二大政党
制に有利に働く（１９）」と、有権者の機械的自動的要因と心理的要因とによる投票の結果、
第三党以下の政党が排除されて、二党制がもたらされるという議論を提出したデュベル
ジェ（Maurice Duverger）の命題は示唆的である。つまり、「選挙制度が政党システムに
対して影響を及ぼす」可能性があるというのである（２０）。そこで、都政における選挙、と
りわけ都議選の選挙制度について考える。
周知のように、選挙制度には多数決制と比例代表制とがあり、多数決制は通常一人区で、
最大多数の投票者によって支持された候補者が勝利し、敗退した候補者に投票された有権
者の意思は代表されない仕組みである。これに対し、比例代表制は勝敗の決定には関与せ
ず、票の多寡の議席への反映が目的とされる。これらとは異なり、９３年まで日本の衆議院
選挙は民主主義国家では稀な両制度の間に位置する中選挙区制（単記非委譲・制限連記投
票制の特殊な例）の下で行われてきた。この制度は、通常各選挙区定数が３人から５人ま
での複数とされ、機能的には少数派も代表されたため「準比例代表制」とも称された（２１）。
都議会選挙も衆院選と同様、４７年の選挙から選挙区定数２人以上を中選挙区と定義すれ
ば、中選挙区制中心で行われてきた。もちろんこの間、８４年５月１７日の最高裁判決で、定
数是正が急務になると、都議会は「都議会議員定数等検討委員会」を設置して、８４年１２月
１４日には３減３増の、８８年７月１３日には３減４増の、９２年６月１７日には８減８増の、９６年
６月２６日には１減の、そして０１年３月８日には２減２増の定数是正を行ってきたが、しか
し、選挙制度自体は戦後一貫して中選挙区制であった（２３）。たとえば、０５年の都議選は、
表４のように、全４２選挙区中７選挙区の小選挙区を除けば、３５選挙区が定数２人から８人
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５９年 ６３年 ６５年 ６９年

１人区

２人区

３人区 ２ ４

４人区 ９ １２ １１

５人区 １ ３ ４ ５

６人区 １ ２ ２ ２

８人区 １ ３ ３ ３

計 ３ １７ ２３ ２５

表５ 公明党の進出状況（２４）

までの中選挙区制であった。現行定数１２７議席の下で、１２０議席が中選挙区制によって選出
されているのである。
表１によると６３年選挙で公明党（公明政治連盟）が、６５年選挙では民社党が進出し、さ
らに共産党の躍進も現れている。これらの検討から始めよう。

表５は公明党の進出状況である。同党は、５９年選挙では無所属で立ち、３人を当選させ
たが、それらの候補者が立ったのは、いずれも５人区以上の選挙区（２５）からであった。同
党は、６３年の選挙では本格的に進出するが、その場合の立候補の仕方は、５人区以上の選
挙区で当選者を増やす一方、４人区でも９人を当選させている。さらに６５年選挙では、３
人区にも進出して、２人を当選させた。つまり、公明党はより比例に近い定数の選挙区か
ら進出し、実力をつけるに従って、その対象の選挙区を定数の少ない選挙区にも拡大する
という方法で、着実に勢力を拡大したことが分かる。
一方、民社党はどうであろうか。表６から民社党の状況を見ると、同党も公明党の進出
方法を基本的には踏襲している状況が窺える。同党は、６３年の選挙で社会党から分裂する
と、その分裂組みの９人に加えて、２１人の候補を立てた。しかし同党はこの選挙で全滅し

選挙区の種類 選挙区数 定 数

１人区 ７ ７

２人区 １６ ３２

３人区 ５ １５

４人区 ６ ２４

５人区 ３ １５

６人区 ３ １８

８人区 ２ １６

合計 ４２ １２７

表４ 都議会の選挙区数と定数（２２）
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６３年 ６５年 ６９年 ７３年

１人区

２人区

３人区 １ ２

４人区 １ ８ １１

５人区 ４ ５ ５

６人区 １ ２ ２ ２

８人区 １ ２ ２ ４

計 ２ ９ １８ ２４

表７ 共産党の進出状況（２７）

たため、６５年選挙では再度、前回と同一の選挙区に候補を立てて挑戦した。しかし、当選
したのは定数５人区以上選挙区に限定されていた。このため、６９年の選挙では、候補者を
絞って、定数の多い選挙区を中心に擁立した。７３年選挙ではそのような方法をさらに進め
た。公明党と民社党は党勢力こそ異なったが、両党に共通したのは、進出する方法として
定数の多い選挙区から開始している点である。
次に、共産党についても表７において検討した。

表７によれば、同党も公明党や民社党と同様、定数の多い選挙区から進出を試みている
ことが分かる。
これらとは逆に、６５年選挙を分岐として衰退した自民党の場合はどうであろうか。表８
によれば、５９年、６３年と回を重ねるごとに議席数を伸長させた自民党も、６５年選挙におい
て一挙に半減した。確かに、６５年の刷新都議会選挙は自民党にとっては試練であったろう
が、その深刻さは一時のことではなく、それ以降も自民党は単独で過半数を確保するには
至っておらず、この状況は継続されているということである。なぜそのような帰結に至っ
たのか、この点は興味深い。ところで６５年選挙で議席を減少させたのは、定数の多い選挙

６３年 ６５年 ６９年 ７３年

１人区

２人区

３人区

４人区

５人区 １ １

６人区 １ １ １

８人区 ２ ２ １

計 ０ ４ ４ ２

表６ 民社党の進出状況（２６）
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区が中心である。８人区でほぼ半減、６人区では３分の１にまで減少し、さらに５人区、
４人区でも大きく議員数を減少させている。一方、６９年選挙では、４人区以上のいずれの
選挙区でも回復が一定程度行われているが、６５年選挙時に回復するまでの状況には至って
いない。こうしてみると多党化は、定数の多い選挙区への公明党や共産党の進出と、自民
党のそのような選挙区からの退場によって成立していることが分かる。このように定数の
多い選挙区から多くの議席を獲得する恩恵を受けていた自民党は皮肉にも、逆に多党化に
よってそうした選挙区から退場してもいかざるをえなかったのである。

おわりに

本稿は、戦後の都議会議員選挙に着目して、多数派の不在と政党システムの多党化につ
いて分析した。ここで得られた結論は、このような都政における特質が、特定政党の過大
代表に関連するということである。複数の政党が議会内の多数派を構成するため、特定の
政党が自己の要求を達成できないと、提案の通過に対し反対を仄めかすことによって、自
己の要求を貫徹しようとする。提案の通過と交換に、執行機関、あるいは他の政党から譲
歩を引き出そうとする。このような現象は、都政に限定されたことではなく、他の地方自
治体にも共通することである。こうした状態が継続すれば、政策形成に際して、有権者の
意思に齟齬を来たす可能性も生じて来よう。
そもそも二元的代表制は、有権者の多数の意思によって選出された首長が、政策を形成
し、議決を経て、それを執行していく過程である。しかし、この政治過程に、何らかの二
元的代表制の阻害要因が作り出されて、一連の政治過程が機能しなければ、都政における
政治的安定は望めないことになる。このような事例が解消されない現実を直視すれば、制
度自体を改善するといった方法もあるであろう。そもそも６３年選挙まで、知事と議会の選
挙は同時に行われていたのである。サルトーリも主張する時差選挙を同時選挙にすると
いった方法も、ひとつの選択であろうが、それを決めるのはまさに「民意」である。（２９）

（みつのぶ・ただひこ 社会文化科学研究科博士後期課程修了）

６３年 ６５年 ６９年 ７３年

１人区 ７ ５ ４ ７

２人区 ３ ３ ６ ６

３人区 ４ ２ ３ ３

４人区 ２７ １５ ２０ １７

５人区 １５ ７ １１ １０

６人区 ６ ２ ４ ２

８人区 ７ ４ ６ ６

計 ６９ ３８ ５４ ５１

表８ 自民党の衰退状況（２８）
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（１） 自民党は、５９年の都議会選挙で７３議席という過去最高の議席を確保したが、この６３年の都議会選挙で
も６９議席を獲得した。
（２） 星野潔「首都東京の政治と選挙」東京自治問題研究所編『東京研究』３、東信堂、２２７－２４７頁。異な
るレベルの都内選挙を扱い、射程は戦後以降を対象にしている。他に、河野武司「東京都議会議員選挙の
分析──政権交代への序曲──」日本選挙学会編『年報選挙研究』No．９、１９９４年、５３－６５頁がある。
（３） もちろん議院内閣制であっても、連合政権では政権に不安定要因があることが知られている。岩崎正
洋『政党システムの理論』東海大学出版会、１９９９年、第７章。
（４） 大森彌『現代日本の地方自治』放送大学教育振興会、１９９５年、６６－６９頁。
（５） Farrell David M., Electral Systems : A Comparative Introduction , Palgrave,２００１, pp.２９‐３０.
Taageoera Rein and Shugart Matthew Soberg, Seats and Votes : The Effects and Determinations of Electoral
Systems , Yale University Press,１９８９.
（６） 岡沢憲芙『現代政治学叢書１３ 政党』東京大学出版会、１９９４年、９８頁。岡沢はアメリカの大統領制の
事例を紹介している。戦後の都道府県の場合、２００２年９月に行なわれた長野県知事の事例はその一例であ
る。
（７） Riker William, The Theory of Political Coalitions , Yale University Press,１９６２. Gamson William A.,“A
Theory of Coalition Formation”, American Political Sociological Review, Vol.２６,１０６１, pp.３７３‐３８２.
（８） Lijphart, Arennd.（eds.）, Pariamentary versus Presidential Government , Oxford University Press,２０００,
pp.１３‐１４. ここでレイプハルトが主張しているのは、議院内閣制における与党の一部が政策形成をめぐっ
て異議の申し立てを行うことで政権自体の危機が生じる可能性あるという点である。
（９） 東京都選挙管理委員会編『地方選挙の記録』東京都、各年度版を参考に作成。
（１０） 東京都以外では、沖縄県、茨城県が統一地方選挙を逸脱している。
（１１） 政党数を数える場合、国政の場合には直前の選挙での有効獲得数が５％以上、あるいは獲得議席が１
議席以上などの条件が採用されているが、本稿では５％の敷居値を入れると、共産党、民社党が除外され
ることになり、実際都政においてはこれらの政党が議会内で機能していた実態に鑑みて、不適切になるの
で、１議席以上獲得していれば意味のある政党数にカウントすることにした。
（１２） 石川真澄『戦後政治史』岩波新書、１９５５年の巻末の資料を利用して作成した。
（１３） 東京都選挙管理委員会編『東京都議会議員選挙の記録』東京都、２００２年。これを参照して作成した。
（１４） サルトーリは大統領制の問題は議会にあるという。大統領は議会の妨害を受けやすいため、如何にし
て自らの法案を通過させるかといった点が問題になるのだる。あらゆる大統領制に共通するのが、この「通
過する困難さ（crossing difficulty）」である。Sartori Giovanni, Comparative Constitutional Engineering : An
Inquiry into Structures, Incenteives and Outcomes , London, Macmillan,１９９４, p.１６１.
（１５） Riggs, Fred W.,“Bureaucracy : A Profound Puzzle for Presidentialism”, in Farazmand, A.（ed.）,
Handbook of Bureaucracy , New York : Marcel Dekker,１９９４, pp.９７‐１４５.
（１６） Hinckley B., The Symbolic Presidency. How Presidents Portrays Themselves , London : Routledge,１９９０.
（１７） Neustadt Richard, Presidencial Power and the Modern Presidents, New York : Free Press,１９９１, Capter.３.
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